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提案理由 

国に対し、労働者派遣法の改悪はやめて、働く人を大切にする労働法制の実

現を強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



労働者派遣法の改悪はやめて、働く人を大切にする労働法制の実現を求

める意見書 

 

「世界で一番企業が活躍しやすい国」を掲げる安倍内閣のもと、政府の労働

力調査によれば昨年１年間で、正規雇用者が前年比４６万人減少し、非正規雇

用者は９３万人ふえたとされている。今や働く人の約３７％が、不安定雇用、

低賃金、労働条件悪化の中で働かざるを得なくなっているのである。 

このような働き方では、若者が将来に希望を持てないばかりか、家族を支え

る中高年層にも生活や健康上の不安を広げることになる。 

しかし、政府が推進しようとしている労働者派遣法改正案では、派遣は「常

用雇用の代替にしてはならない」、「臨時的・一時的業務に限定する」とする大

原則を取り払うものとなっている。 

また、際限のない長時間労働を解禁する制度「残業代ゼロ」の導入も再び検

討されており、日本社会全体が、コストの安い非正規雇用に入れかわることに

なれば、我が国の重大問題である少子高齢化やデフレ社会は、解決どころか一

層深刻さを増すことになる。 

これ以上、低賃金と不安定雇用・長時間労働を常態化させ、働く人々の暮ら

しや健康を脅かす働き方を広げることは、日本経済や日本社会の発展に逆行す

るものと言わざるを得ない。 

国際労働機関（ＩＬＯ）が求める「ディーセントワーク」（人間らしい労

働）やＧ２０宣言にもある「質の高い雇用を通じた成長」こそ、日本政府と企

業は追求すべきである。 

よって、本市議会は国に対し、労働者派遣法の改悪はやめて、働く人を大切

にする労働法制の実現を強く求めるものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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